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山
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穎

青
森
牒
は
本
州
の
最
東
北
端
、
東
は
花
ん
γ

た
る
大
平
洋
い
臨
み
、
同
は
川
時
々
た
る
日
本
一
併
に
一
白
し
、
北
は
津
軽
一
陣
峡

そ
挟
み
て
北
梅
道
、
こ
相
牌
脱
し
、
南
は
秋
問
先
手
の
二
燃
に
辿
ム
リ
、
奥
籾
山
脈
は
牒
の
中
央

T
南
北
に
縦
走

L
、
山
海

山
号
館
、
馬
の
閥
、
林
檎
の
園
、
雪
の
闘
と
し
て
其
名
あ
ち
。
主
れ
左
中
門
来
蝦
夷
の
住
地
左
し
て
文
化
濯
や
と
し
て
遣
ま

ず
、
従
っ
て
宗
敬
上
著
し
き
特
色
無
〈
僅
に
平
安
鎌
倉
の
雨
期
に
渡
b
、
二
三
名
惜
の
足
跡
宇
印
せ
る
の
み
、
市
し
て

宗
門
と
し
て
は
宗
組
の
直
弟
日
持
大
型
人
、
海
外
布
教
の
途
、
本
線
b
w
一
通
過
せ
し
は
、
其
の
閉
店
一
数
に
出
づ
る
も
の
さ
謂

つ
ぺ
し
。
今
五
期
に
劃
し
て
其
の
大
勢
を
略
越
せ
ん
に
、
第
一
期
は
鎌
倉
時
代
の
永
仁
三
年
、

日
持
大
事
人
海
外
布
教

出
礎
営
時
に
於
け
る
宗
門
の
敬
勢
、
並
に
牒
下
に
於
げ
乙
仰
教
の
脱
態
な
る
が
、
常
時
に
於
げ
る
宗
門
の
致
勢
ぞ
地
方

的
に
類
別
せ
ん
に
、
甲
駿
に
は
H
興
日
向
円
持
日
法
H
源
日
秀
け
準
日
賢
日
弊
目
安
日
博
日
位
、
武
州
に
は
日
朗
日
源

日
賢
、
相
州
に
は
日
昭
日
朗
日
忍
、
下
地
に
は
日
取
日
忍
白
人
口
円
高
、
上
総
に
は
日
向
H
秀
、
房
州
に
は
日
家
け
保
、

佐
州
に
は
J

浦
、
野
州
に
は
天
目
、
常
州
に
は
日
門
等
在
h
、
専
ら
布
敢
博
道
に
従
事
せ
ら
れ
、

A
1
正
仁
日
持
聖
人
に

官

森

際

宗

門

史

要

ノ、



に
円
必
ぷ
宗
門
史
雨
宮

；＼、

依
り
東
北
の
数
回
ぞ
開
拓
せ
ら
れ
‘
日
像
悪
人
に
依
b
王
城
の
地
に
本
化
の
妙
宗
を
開
宣
せ
ら
れ
λ
芯
す
る
の
時
な
り
o

・
次
に
膝
下
に
於
け
る
側
敬
の
朕
態
と
し
て
、
最
古
の
寺
院
五
六
箇
寺
を
堪
げ
ん
に
、
両
津
軽
郡
深
浦
村
真
言
宗
間
住
寺

は
大
同
二
年
（
皇
紀
一
四
六
七
年
）
阪
上
田
村
麿
賂
軍
の
開
基
に
し
て
、
弘
前
市
森
町
背
同
宗
普
門
店
唱
に
之
復
古
大
同

年
間
の
創
立
な
b
、
併
し
普
門
庵
は
奮
茂
森
山
嶺
に
在
ム
リ
し
を
、
弘
前
城
の
竣
工
に
及
び
、
現
地
に
移
轄
せ
ら
れ
し
も

の
な
り
。
次
に
下
北
郡
田
名
部
時
洞
宗
国
通
寺
は
山
一
組
元
年
（
皇
紀
一
五
一
九
年
）
慈
畳
大
仰
の
創
立
に
し
て
一
科
恐

山
正
稀
せ
ら
る
。
衣
に
南
津
軽
郡
戒
館
村
真
言
宗
大
け
堂
は
建
久
年
間
（
皇
紀
一
八
五

O
年
）
に
聞
か
れ
大
日
如
来
を

以
っ
て
有
名
な
b
し
が
、
近
年
同
賓
調
査
曾
に
依
ち
阿
禰
陀
如
来
ご
証
せ
ら
る
。
次
に
南
津
軽
郡
五
郷
村
北
中
野
津
土

宗
西
光
院
は
、
建
保
年
間
（
皇
紀
一
八
七
七
年
頃
）
滞
土
宗
の
開
祖
法
然
聖
人
の
直
弟
金
光
上
人
の
問
創
に
し
て
、
一
ニ

戸
郡
名
久
井
村
曹
洞
宗
法
光
寺
は
、
弘
安
五
年
（
皇
紀
一
九
四
二
年
）
最
明
寺
時
相
の
開
基
た
り
。
次
に
南
津
軽
郡
六

郷
村
高
館
山
日
蓮
宗
怯
嶺
院
は
、
永
仁
三
年
（
皇
紀
一
九
五
五
年
）

H
蓮
宗
の
間
施
日
選
聖
一
人
の
直
弟
日
持
上
人
の
開

組
に
し
て
、
三
戸
郡
相
内
村
時
宗
教
滞
寺
は
正
慶
年
間
（
皇
紀
一
九
九
二
年
）
の
建
立
な
り
し
が
、
後
ち
岩
手
牒
米
内

村
に
移
轄
せ
ら
る
。

A
T
如
上
の
・
守
院
を
時
代
的
に
恒
分
せ
ん
に
、
同
畳
寺
．
園
地
寺
、
普
門
庵
は
平
安
朝
に
し
て
他
は

悉
く
鎌
倉
時
代
た
b
。
復
古
之
を
宗
仮
上
よ
り
観
る
に
、
異
言
、
臓
、
時
宗
、
滞
士
、

日
蓮
宗
等
に
し
て
、
奮
藩
時
代

の
津
軽
南
部
の
領
土
的
匝
分
ょ
・
9
観
る
に
、
閤
費
寺
、
品
川
H

門
庵
、
大
H
堂
、
西
光
院
、
内
嶺
院
等
は
津
軽
傾
に
在
り
、



他
は
悉
〈
南
部
簡
な
b
。
第
二
期
は
天
文
二
年
H
等
部
一
一
人
の
博
道
よ
・
9
、
慶
長
十
五
年
弘
前
城
竣
功
の
前
年
に
い
た
る

七
十
八
年
間
な
b
。
京
都
本
山
本
満
寺
塔
中
玉
持
院
第
二
世
、
玉
持
院
日
尋
聖
人
奥
州
に
下
向
常
闘
に
七
宇
の
法
瞳
を

高
揚
し
、
岩
木
山
の
束
麓
大
浦
城
下
賀
固
に
法
立
寺
を
創
立
せ
し
は
、
宗
門
三
大
法
厄
の
一
た
る
天
文
法
乱
の
前
四
年

な
り
。
営
時
宗
門
は
全
力
を
閑
諌
運
動
に
傾
倒
し
、
京
都
を
中
心
に
其
勢
日
旭
！
円
升
天
、
本
山
h
T
」
擁
す
る
二
十
有
一
、

矯
に
平
安
偶
数
の
大
樺
威
、
比
叡
山
そ
も
特
に
凌
駕
せ
ん
と
す
。
其
の
結
果
途
仁
被
の
和
む
と
乙
ろ
‘
こ
な
b
、
天
文
法

乱
4V
－
芯
起
す
る
に
至
る
。
而
し
て
営
時
宗
門
の
制
度
は
、
徒
必
悉
く
本
山
貫
主
の
附
弟
と
し
て
本
山
に
教
育
せ
ら
れ
、

其
の
関
係
上
附
弟
に
し
て
新
寺
建
立
の
際
は
、
総
ぺ
て
其
の
本
山
に
屈
す
る
の
股
態
に
あ
h
き
。
故
民
事
人
本
満
寺
評

中
玉
持
院
就
職
の
闘
係
法
立
寺
の
本
山
を
木
浦
寺
に
仰
「
。
品
目
回
時
質
問
の
町
は
延
長
一
里
に
及
び
、
域
主
は
大
浦
十
二

代
盛
信
一
公
た
ら
o
此
よ
b
二
十
四
年
を
経
、
相
州
演
殿
法
恭
寺
十
二
世
日
弘
型
人
の
門
人
け
境
は
、
浅
瀬
石
領
に
法
輪

i
y
e
g
創
立
す
。
嘗
時
法
輪
寺
は
何
れ
の
本
山
に
属
せ
し
ゃ
不
明
な
れ

f
、
宗
門
制
度
の
上
よ
h
は
、
今
日
の
玉
津
末
に

属
す
ぺ
主
も
の
な
り
、
併
し
嘗
寺
は
浅
瀬
石
公
設
落
後
、
黒
石
舗
の
妙
経
寺
ミ
併
令
せ
ら
る
。
妙
経
・
子
ば
本
行
寺
六
世

の
開
基
な
る
故
本
行
寺
末
な
り
し
が
、
明
治
に
至
b
本
行
寺
の
本
山
た
る
本
閣
寺
末
に
属
す
。
伴
、
輪
寺
創
立
後
二
十
五

年
、
京
都
深
草
賀
塔
寺
妙
費
院
H
健
聖
人
賀
旧
仁
本
行
寺
ev
開
3
本
開
寺
に
属
す
。
賓
塔
寺
は
日
像
並
口
一
涯
の
開
基
、

且

つ
閉
山
御
廟
の
存
す
る
と
乙
ろ
に
し
て
妙
頴
寺
末
記
る
故
、
嘗
時
の
宗
門
制
度
よ
h
は
本
行
寺
も
妙
照
寺
末
な
る
べ
き

青

森

麟

宗

門

史

要

一
八
三
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門

史

製
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四

を
、
本
間
寺
に
属
せ
し
は
営
時
の
貫
主
日
一
加
型
人
は
、
近
衛
闘
白
暗
嗣
公
の
猶
チ
と
し
て
、
僅
か
十
八
歳
仁
し
て
天
正

六
年
背
董
せ
ら
る
c

而
し
て
近
衛
家
と
津
軽
ん
み
は
深
き
因
縁
を
有
す
る
闘
係
上
．
本
末
を
締
結
せ
る
も
の
さ
思
考
せ
ら

る
、
、
な
り
。
其
後
長
延
寺
、
貰
相
寺
、
妙
光
寺
、
弘
法
寺
等
の
創
立
あ
・
9
、
弘
法
寺
は
法
立
寺
七
世
の
開
基
な
る
故
法

立
寺
末
仁
麗
し
他
の
本
行
寺
末
な
る
は
其
の
因
縁
不
明
な
る
も
、
本
行
寺
は
嘗
時
嘗
闘
宗
門
に
於
て
、
岡
内
線
録
の
開

係
上
属
せ
し
も
の
な
ら
ん
。
第
三
期
は
弘
前
城
竣
功
の
慶
長
十
六
年
よ
り
賓
永
七
年
に
い
た
る
百
年
間
な
旬
。
今
期
に

入
り
二
十
五
年
幕
府
始
め
て
寺
枇
奉
行
を
設
り
、
借
侶
の
昇
進
、
寺
院
の
階
級
等
に
閲
す
る
律
訟
を
制
定
す
る
や
、
宗

門
は
寺
職
の
資
格
を
檀
林
の
修
皐
に
依
っ
て
定
む
。
弦
に
於
て
営
固
と
最
も
深
き
関
係
を
有
す
る
水
戸
棺
林
は
、
今
期

の
末
に
開
設
せ
ら
れ
攻
期
に
至
っ
て
其
の
影
響
著
し
く
現
は
る
。
弘
前
城
の
竣
功
は
城
市

ω憤
六
ぞ
要
し
．
潟
に
柿
一
枇

偽
閣
は
移
轄
に
逼
迫
せ
ら
れ
、
諸
寺
皆
弘
前
を
中
心
と
し
て
集
る
。
此
時
二
代
信
牧
公
は
、
各
宗
の

E
利
に
総
録
の
擢

を
輿
へ
、
長
勝
寺
の
曹
洞
宗
総
録
は
慶
長
十
七
年
に
し

τ、
最
勝
院
の
異
言
宗
総
録
、
点
正
寺
の
浄
土
宗
総
録
皆
乙
の

前
後
な
b
。
故
に
我
が
本
行
寺
の
本
宗
総
録
も
嘗
代
な
る
は
至
営
の
如
し
。
今
期
に
於
℃
創
立
せ
ら
れ
し
寺
院
は
、
遠

光
寺
、
正
行
寺
、
本
迩
院
、
法
永
寺
、
受
源
院
、
減
行
院
、
蓮
華
寺
、
永
昌
寺
、
南
楽
院
、
法
光
寺
、
戚
臆
寺
、
道
国

寺
、
日
精
寺
、
妙
乗
寺
等
の
十
四
箇
寺
に
し
て
、
此
中
、
本
述
院
、
南
楽
院
、

H
精
寺
は
法
立
寺
末
、
戚
磨
寺
、
法
永

寺
、
受
源
院
、
漏
行
院
は
本
行
寺
末
、
遼
光
寺
の
妙
経
寺
末
等
は
営
然
な
れ
ど
、
永
昌
寺
の
妙
額
寺
末
は
甚
だ
不
審
な



b
。
永
昌
寺
閉
山
ほ
敦
賀
本
妙
寺
出
身
な
れ
ば
、
元
来
本
門
法
華
宗
妙
蓮
寺
配
下
に
屈
す
ぺ
き
も
の
な
b
。
而
る
を
如

何
な
る
因
縁
に
で
妙
頴
寺
を
本
寺
に
仰
ぎ
し
ゃ
、
叉
正
行
寺
は
永
昌
寺
と
重
大
関
係
そ
有
し
・
な
が
ら
、
本
行
寺
末
と
な

・9
し
点
は
全
〈
不
明
な
b
。
遺
華
寺
は
一
世
二
世
の
闘
係
よ
b
せ
ば
嘗
然
本
行
寺
末
な
る
に
、
三
世
に
至
b
妙
額
寺
と

本
末
の
契
を
結
ぺ

b
。
次
に
道
閣
寺
の
本
行
寺
未
も
復
た
不
明
な
れ
ど
、
七
面
大
士
の
戚
得
主
佐
々
木
氏
本
行
寺
檀
方

な
る
故
か
、
最
後
に
妙
乗
寺
は
弘
法
寺
Mm
世
の
開
基
な
る
故
、
功
を
本
・

4
J
H
a

に
蹄
し
法
立
寺
末
と
な
b
し
も
の
な
b
o
第

四
期
は
正
徳
元
年
よ
b
慶
鷹
三
年
に
い
た
る
百
五
十
七
年
同
に
し
て
、
此
開
法
嶺
ト
問
、
要
法
庵
、
要
心
寺
の
創
立
あ
b
、

法
倣
院
は
妙
経
寺
十
八
世
の
開
基
な
る
故
妙
経
寺
末
、
要
法
庵
、
要
心
寺
は
創
立
嘗
時
の
檀
方
賞
相
寺
に
因
縁
深
主
党

め
、
自
然
賞
相
寺
を
本
寺
に
仰
ぎ
た
る
も
の
な
り
。
今
期
は
前
期
に
創
設
せ
ら
れ
し
制
度
の
影
響
最
も
甚
し
〈
、
現
時

政
黛
内
閣
に
於
け
る
地
方
官
移
動
の
如
く
、

一
一
箇
寺
空
席
と
な
れ
ば
順
次
大
移
動
を
行
以
、
鋳
に
一
人
に
し
て
八
箇
寺

轄
ぜ
し
も
の
あ
り
。
其
の
席
次
の
最
上
は
本
行
寺
に
し
て
‘
次
席
は
法
立
寺
‘
衣
は
永
昌
寺
、
妙
経
寺
‘
遭
草
寺
、
な

る
が
如
し
、
併
し
此
の
三
箇
寺
出
弐
判
明
せ
玄
れ
ど
．
永
昌
寺
よ
り
七
人
、
妙
経
寺
よ
b
五
人
、
蓮
拙
一
・
寺
よ
b
三
人
法

立
寺
へ
H

升
注
せ
b
o
究
に
永
昌
寺
へ
は
弘
法
寺
、
貧
相
寺
等
よ
b
、
妙
経
寺
へ
は
弘
法
寺
、
長
延
寺
等
よ
り
、
道
草
寺

へ
は
長
延
守
等
よ
b
主
と
し

τH升
準
し
、
次
は
受
源
院
、
本
挫
院
、
法
永
寺
等
な
る
が
如
し
。
斯
の
如

3
朕
態
な
れ
ば

移
動
の
結
果
と
し
て
、
寺
院
の
経
替
、
守
植
の
情
愛
、
布
教
の
礎
展
等
に
就
て
疑
は
る
、
も
、
寺
院
相
互
に
於
て
は
会

青

森

脇

宗

門

史

要

一
八
五



青

森

田

郡

宗

門

史

要

｝
八
六

く
一
家
の
観
テ
一
旦
せ
h
c
第
五
期
は
明
治
巳
降
に
し
て
、
創
立
寺
院
は
開
法
寺
一
箇
寺
の
み
、
開
法
寺
は
本
寺
を
蓮
華

寺
に
仰
ぎ
し
は
、
棺
方
も
正
蓮
華
寺
に
屈
せ
し
が
故
な
b
o
次
に
本
末
の
移
動
と
し
て
妙
終
守
〉
笠
相
寺
は
本
間
寺
に

直
末
と
な
り
、
妙
経
寺
末
の
法
嶺
院
は
本
行
寺
に
附
す
。
今
期
は
世
出
倶
に
一
一
種
し
、
膝
下
仁
於
て
も
寺
職
上
一
大
務

化
を
現
出
せ

b
。
幕
末
の
頻
繁
な
る
移
動
は
明
治
に
入
ム
リ
殆
ん
ど
絶
ゑ
、
本
行
寺
協
師
の
四
十
年
、
蓮
華
寺
角
田
師
の

五
十
年
、
妙
終
寺
最
上
師
の
三
十
七
年
、
弘
法
寺
金
師
の
三
十
二
年
、
法
光
寺
盛
師
の
二
十
九
年
は
、
何
れ
も
始
よ
り

一
箇
寺
に
住
し
、
長
延
寺
三
上
師
の
三
十
九
年
、
戚
臆
寺
横
山
師
の
三
十
四
年
、
法
永
寺
官
本
帥
の
三
十
三
年
、
貫
相

寺
津
軽
師
の
二
十
七
年
は
特
佐
後
其
寺
に
永
住
す
。
其
の
結
果
堂
宇
の
管
繕
、
キ
一
町
植
の
親
密
、
寺
院
経
済
の
確
立
、
徒

弟
の
育
英
等
大
い
に
充
貸
し
、
…
組
一
刀
教
も
明
治
的
初
年
に
比
し
殆
ど
情
に
近
く
、
牒
下
宗
門
と
し
て
は
空
前
の
盛
況
を

主
せ
り
。
此
の
外
旧
南
部
制
に
妙
党
守
在
h
z
い
へ
ど
も
、
旧
来
は
岩
手
腕
に
屈
し
、

津
較
寺
院
と
殆
と
設
交
沙
な
る

故
今
は
略
す
o

ま
た
古
記
に
本
行
寺
の
塔
中
に
白
唱
院
、
隆
光
院
、
妙
経
寺
の
塔
中
氏
春
玉
院
、
布
江
田
に
道
久
庵
、

夕
顔
闘
に
園
通
庵
、
新
山
に
宣
林
市
崎
等
存
在
せ
し
も
、
今
は
何
れ
も
皆
藤
去
主
な
行
向
。
斯
の
如
く
服
下
に
七
字
法
瞳

の
高
揚
せ
ら
れ
し
は
今
を
去
る
六
百
三
十
五
年
、
寺
院
の
創
立
せ
ら
れ
し
は
三
百
九
十
六
年
前
、
耐
附
来
寺
院
の
建
立
二

十
六
個
寺
、
此
等
の
本
山
は
本
間
寺
、
妙
額
寺
‘
本
満
寺
の
三
例
寺
に
し
て
悉
〈
京
都
・
な
り
、
魚
に
牒
下
本
堂
の
様
式

は
京
の
影
響
砂
が
ら
ず
。

而
し
℃
乙
れ
が
中
本
寺
は
、

本
行
寺
、

法
立
子
、

賓
相
守
、

蓮
市
中
、
妙
経
寺
等
に
し
て
、



百
末
は
永
日
目
ふ
と
三
戸
の
妙
光
寺
等
な
り
。
此
同
本
山
仁
住
す
る
者
三
名
加
Mm
者
一
名
、
一
型
鴎
者
と
し
て
延
山
流
三
名

中
山
流
四
名
、
檀
林
能
化
者
と
し
て
、
水
戸
檀
林
二
十
一
名
、
中
村
植
林
二
名
、
市
谷
檀
林
一
名
、
布
致
監
一
名
、
宗
命
日

議
員
四
名
、
宗
務
（
現
総
監
綾
）
執
事
二
名
主
出
し
、
法
総
と
し
て
は
砕
軽
一
法
絡
に
し
て
中
山
火
山
り
諸
法
線
と
は
杢
く

無
関
係
の
如
し
、
此
の
中
僅
に
本
行
寺
協
師
典
師
法
縁
と
栴
せ
ら
る
も
、
之
れ
本
間
寺
稗
日
頑
師
の
闘
係
に
し
て
、
元
来

小
石
川
大
乗

G
Z因
縁
深
き
も
の
あ

b

。

は
津
軽
一
法
縁
の
出
身
な
り
。
若
し
法
縁
は
檀
林
よ
b
生
じ
た

b
z
せ
ば
、
水
戸
山
総
に
し
て
本
山
久
昌
寺
並
に
東
京

一
一
地
方
の
概
観
を
以
っ
て
み
十
九
山
門
の
如
何

一
花
開
い
て
天
下
の
春
を
知
る
、

を
卜
す
る
を
得
、
幕
末
よ

b
明
治
へ
の
一
大
縫
化
は
、
特
住
よ
り
非
聴
住
、
非
轄
住
は
師
資
相
績
を
事
責
と
し
て
解
決

し
、
師
資
相
績
は
他
の
門
弟
子
を
し
て
未
聞
の
数
回
に
逸
b
て
数
曾
所
の
設
立
と
な
り
、
此
慮
に
於
て
宗
門
史
仏
、
明

日
の
宗
門
に
封
し
、
無
文
無
言
宗
政
の
改
革
を
敢
導
し
っ
、
あ
る
な
’
p
o

ヰヰ

行
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